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第一章　宿毛市教育振興基本計画の策定にあたって 

Ⅰ　計画策定の趣旨 

昨今の社会情勢は、大規模な自然災害の発生や新型コロナウイルス感染症の

感染拡大など、平穏な日常が脅かされる事態の発生や、少子高齢化による人口

の減少、グローバル化の進展、地球規模の環境問題など、様々な社会課題が存

在しており、本市をはじめとする地域社会においても大きな影響を与えること

が予想されます。 

現在の予測困難な時代の中、子どもたちが知・徳・体の調和のとれた「生き

る力」を身につけていくことなど、将来を担う人材の育成にむけての取り組み

をはじめ、生きがいのある充実した人生を送るための生涯学習など教育の果た

す役割は大きいと考えます。 

こうした中、本市では、平成１８年の教育基本法の改正に伴い、平成２３年

度から平成２７年度を計画期間とする宿毛市教育振興計画を作成しました。 

また、平成２７年３月には、「２１世紀を心豊かに生き抜くことができる子ど

もの育成」を目指し、「宿毛市学校教育振興基本計画」を策定し、学校教育分野

における施策を実施してまいりました。 

さらに、平成３１年４月には、宿毛市教育委員会の教育施策を総合的かつ計

画的に推進するため、教育基本法（平成 18 年法律第 120 号）第１７条第２項の

規定に基づき平成３１年度から平成３５年度（令和５年度）を計画期間とする

「宿毛市教育振興基本計画」を策定し様々な取り組みを進めてきたところです。　 

これからも、地域振興の礎は、人づくりにあるとの基本認識のもとに、明治

維新以降、数多くの有為な人材を輩出した郷土の伝統と文化を大切にしつつ、

子どもたちの「生きる力」を育むための確かな学力の保障と豊かな人間性を身

につけた、健康でたくましい人づくりを目指して取り組んでまいります。 
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Ⅱ　計画の位置づけ 

 

宿毛市教育振興基本計画は、教育基本法第１７条第２項に基づき、国の教育

振興基本計画を参酌し、宿毛市振興計画との整合を図りながら、宿毛市の教育

の振興に関する基本計画です。 

計画の対象は、学校教育・生涯学習（社会教育）にかかわる教育施策全般と

します。 

また、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）

第 1 条の３に基づき、本市の実情に即した、宿毛市の教育、学術及び文化の振

興に関する総合的な施策の大綱を兼ねるものとします。 

 
 
 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　参酌 

参酌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参考 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　整合 
 
 
 
（参考） 
教育基本法(教育振興基本計画) 

第１７条　政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興

に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的

な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。 

２　地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体におけ

る教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。 
　　 
地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

(大綱の策定等) 

第１条の３　地方公共団体の長は、教育基本法第十七条第一項に規定する基本的な方針を参酌

し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的

な施策の大綱(以下単に「大綱」という。)を定めるものとする。 

宿毛市教育振興基本計画 
（宿毛市教育大綱）

宿毛市振興計画

国 
教育振興基本計画

高知県 
教育振興基本計画

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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Ⅲ　宿毛市振興計画との関係 

宿毛市では、令和３（２０２１）年度から令和１１（２０２９）年度までの

９年間のまちの将来像を「人が輝き　自然と生きる　共感・共創のまち”宿毛”」

とし政策目標、施策の大綱を定めた宿毛市基本構想を定めています。 

　その基本構想に基づき様々な施策に取り組むため宿毛市振興計画基本計画

（以下「振興計画」という。）を策定しています。 

　振興計画では、教育にかかわる主要施策として以下のとおり定めています。 

　 
宿毛市振興計画（令和３年度～令和６年度）教育関係政策目標 

 
 
Ⅳ　計画期間 
　今回定める宿毛市教育振興基本計画については、宿毛市のまちの将来像と政策

目標等を定めた宿毛市振興計画基本構想が令和１１（2029）年度までとなって

いること、また本市が、次の教育振興基本計画を策定するにあたり国、高知県

の教育振興基本計画を参考とするため、今回の計画期間は、令和６（2024）年

度から令和１１（2029）年度までの６年間の計画とします。 

　なお、計画期間中であっても、様々な状況の変化により見直しの必要が生じ

た場合には、適宜計画の見直しを行っていくこととします。 

 政策目標 基本施策 主要施策

 ２　学びと交流で明

日の人を創る

⑥スポーツの振興 ①スポーツの普及拡大 
②スポーツによる交流の促進

 ⑦学校教育の充実 ①主体的に課題を解決する教育の推進 
②充実した教育環境づくりの推進 
③特別支援教育の推進 
④不登校等の諸課題への的確な対応

 ⑥生涯学習の充実 ①幅広い学習活動の促進 
②読書活動の推進 
③文化・芸術の振興 
④歴史を生かしたまちづくりの推進 
⑤地域全体で子育て支援・教育の推進

 ３　安心できる暮ら

しの基盤を創る

⑫生活安全対策の強化 ④地域防犯の推進 
⑤交通安全の推進

 ４　希望をかなえ、健

やかに暮らせるま

ちを創る

㉑人権の尊重と男女

共同参画の推進

①人権教育・啓発の推進 
②男女共同参画への意識啓発
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第二章　宿毛市の教育を取り巻く現状 

Ⅰ　人口の推計 
１．総人口の推移 
　本市の総人口は、国勢調査によると平成１２（2000）年までは、２５,０００

人程度のほぼ横ばいで推移していましたが、その後減少傾向となっています。 
令和２（2020）年国勢調査では１９,０３３人となっており、１０年前の平成

２２（2010）年と比較して３,５７７人減少しています。 
　また、令和２年国勢調査に基づく将来の人口推計においても、今後も減少で

推移し、２０５０年には９,６５１人程度まで減少することが見込まれています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．年齢３区分別人口構成比の推移 
　年齢３区分別人口構成比は、年少人口（０～１４歳）割合及び生産年齢人口

（１５～６４歳）割合が減少しているのに対して、高齢者人口（６５歳以上）

割合が年々上昇しています。今後もその傾向が続く見込みです。 

 

26,255 25,828 25,919 25,970 
24,397 

22,610 
20,907 

19,033 
17,349 

15,717 
14,143 

12,587 
11,072 

9,651 

5,848 
5,022 4,376 3,990 3,346 2,801 2,396 2,002 1,605 1,283 1,059 905 754 6620 

5,000 

10,000 

15,000 

20,000 

25,000 

30,000 

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2 R7 R12 R17 R22 R27 R32

人口の推移
（R2までは国勢調査確定値 R7から推計値：国立社会保障・人口問題研究所）

人口（人） うち年少人口（０～14歳）（人）

確定値 推計値
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Ⅱ　児童・生徒の状況 
１．児童・生徒数の推移 
　少子化の進展により、小学校児童、中学校生徒ともに年々減少傾向にありま

す。 
平成２９年度では、小中学生で１,４２４人でしたが、毎年減少を続け令和５

年度には１,２５２人となっており、平成２９年度から令和５年度までの６年間

で１７２人減少しています。 

 
 
また、住民基本台帳を基に令和１１（2029）年までの児童生徒数は以下のよ

うに推測され、今後も児童生徒数が減少していく見込みとなっています。 

 

※学校基本調査（5 月 1 日現在）
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Ⅲ　学校再編 
本市では、児童生徒数の減少に伴う諸課題を解決し、子どもたちのより良い

教育環境を提供することを目的として、「宿毛市立小中学校再編計画」を策定し、

学校の再編を行っており、その計画に基づく学校再編の内容は以下のとおりと

なっています。 
 
学校再編計画とこれまでの取組 

 
 
Ⅳ　社会教育施設の利用状況 
１．中央公民館の利用者数の推移 
　年間利用者数は、サークル等の人数が少なくなっているため、減少傾向とな

っています。 
　　　 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 学校再編計画 学校再編の取組

 平成１９年１１月策定 平成２２年４月 小筑紫小学校と田の浦小学校の統合

 平成２２年５月策定 平成２３年４月 小筑紫小学校と栄喜小学校の統合

 平成２６年２月策定

 令和２年２月策定 令和３年４月 宿毛小学校と松田川小学校の統合

 令和６年４月 宿毛小学校と橋上小学校の統合 
宿毛中学校と橋上中学校の統合

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和1年 令和2年 令和3年 令和4年

利用者数 82,987 57,024 41,084 37,101 45,052 33,446 28,614 16,440 17,630 19,337

0

10,000

20,000

30,000

40,000
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中央公民館
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２．歴史館入館者数の推移 
　平成２９年度は、志国高知幕末維新博の開催により地域会場となったため、

入館者数が増加しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．坂本図書館入館者数の推移 
　令和２年度は新型コロナウイルスの影響により減少しましたが、徐々に利用

者数が増加しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和1年 令和2年 令和3年 令和4年

入館者数 83,770 87,727 81,269 81,534 85,905 85,988 77,300 43,390 58,434 61,946

0

10,000

20,000
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60,000

70,000
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坂本図書館

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和1年 令和2年 令和3年 令和4年

入館者数 1,542 3,104 2,169 2,564 8,776 5,645 3,510 2,274 2,985 4,045

0
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4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000
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歴史館
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Ⅴ　体育施設の利用状況 
１．スポーツ施設の利用者数の推移 
　令和２～４年度は新型コロナウイルスの影響により減少しています。 
　　　　 
 
 
 
 
生涯学習課資料あり 

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和1年 令和2年 令和3年 令和4年

利用者数 151,536 170,596 195,020 218,051 198,902 201,354 169,415 103,721 110,944 101,887

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

体育施設

※利用者数は社会体育施設のみ、学校体育施設は含まない。
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第三章　教育における現状と課題 

 
平成３１年度から平成３５年度（令和５年度）の宿毛市教育振興計画では、

取組の方向性、取組目標を定め様々な施策を行ってきました。 
これまでの取り組みを整理する中で、本市の教育のおける現状と課題につい

て整理します。 
 
 

Ⅰ　学校教育の現状と課題 
１.　知について 
　　 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宿毛市教育振興基本計画（平成３１年度～平成３５年度（令和５年度））目標 
（１）確かな学力の育成（知） 
　①全国学力・学習状況調査において小学校は全国平均より３ポイント、中

学校は全国平均まで上げる 
　②高知県学力定着状況調査において小学校では県平均より３ポイント、中

学校では県平均を目指す。 
　③全国学力・学習状況調査の児童生徒質問紙の意識調査（夢や目標）で小

学校では全国平均を５ポイント、中学校では全国平均を３ポイント以上

を目指す。

-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

H19年度～R5年度 全国学力・学習状況調査経年比較
【小学校】宿毛市と全国の平均正答率の差

国語A 国語B 算数A 算数B 国語 算数 理科
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小学校４年生から中学校３年生までの学力の定着状況を、宿毛市教育委員会

で実施する標準学力調査、高知県学力定着状況調査、全国学力・学習状況調査

をもとに把握しています。 
 
全国学力・学習状況調査をもとに分析すると、問題形式がＡ問題（主として

「知識」に関する問題）、Ｂ問題（主として「活用」に関する問題）が融合した

問題形式になった令和元年度以降、小学校では国語、算数ともに全国平均を上

回っており、両教科とも全国平均との差が３ポイント以上上回りました。 
中学校においても、令和４年度の数学において全国平均を下回りましたが、

令和元年度以降、国語、数学ともに全国平均を上回っており、両教科とも全国

平均を３ポイント以上上回りました。 
調査が開始された平成２９年度は小学校、中学校ともに全国平均を下回って

いました全国学力・学習状況調査の児童生徒質問紙の“将来の夢や目標を持っ

ていますか”に対する肯定的回答が、令和５年度には、小学校では全国平均よ

り１０．７ポイント（９２．２％）、中学校では全国平均を３．１ポイント（６

９．４％）と全国平均を上回っていました。 
 
 
 

-13
-12
-11
-10

-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

H19年度～R5年度 全国学力・学習状況調査経年比較
【中学校】宿毛市と全国の平均正答率の差

国語A 国語B 数学A 数学B 国語 数学 理科 英語
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高知県学力定着状況調査結果　宿毛市と高知県との平均正答率の差 
【小学校】 
 
 
 
 
 
 
 
 
【中学校】 
 
 
 
 
 
 
 
 
標準学力調査結果　宿毛市と高知県との平均正答率の差 
【小学４年】　　 

 
 
 
 
 
 
 
 
【中学校】 
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令和５年度 全国学力・学習状況調査　児童・生徒質問調査結果 
◇授業で学んだことを、ほかの学習で生かしていますか（肯定的回答） 
　〔小学校〕宿毛市　９２．２％      全国　８１．９％ 
　〔中学校〕宿毛市　８２．８％　　　全国  ６９．９％ 
 
令和４年度高知県学力定着状況調査結果において、小学校では国語、算数と

もに高知県平均を上回っており、両教科とも高知県平均との差が３ポイント以

上上回りました。中学校においても、全教科（５教科）高知県平均を上回って

いました。宿毛市教育委員会で実施する標準学力調査の結果においては、小学

校、中学校ともに国語、算数・数学においては全国平均を上回っていました。 
　中学校の社会、理科、英語においては、令和４年度は概ね全国平均を上回っ

ていましたが、国語、数学に比べ、全国を下回る年が見られることから、調査

を実施していない小学校との連携が重要であると考えます。 
 
調査結果を総合的に判断すると、これまで各学校が学力調査等の結果をもと

に校内研修等で問題や回答の分析を行い、チーム学校として組織的に授業改善

に取り組んだ成果が表れています。ただし、この結果は宿毛市全体（小学校８

校、中学校６校）を平均化したものであり、学校の規模や学年によって成果や

課題には差異が見られる状況もあり、学習指導要領で求められている資質・能

力を育成するためには、学力調査対象の学年だけでなく、各学年を通じた系統

的な指導が求められます。 
 
 
 
２.　徳について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宿毛市教育振興基本計画（平成３１年度～平成３５年度（令和５年度））目標 
（２）豊かな心の育成（徳） 
　①全欠不登校児童生徒０を目指す。 
　②いじめ０を目指し問題行動等の調査におけるいじめ認知について早期に

対応し解決する。 
　③全国学力・学習状況調査における児童生徒の道徳性（自尊感情、夢や志、

思いやり、規範意識、公共の精神等）意識調査結果で、全国平均を３ポ

イント以上上回る。
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児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果（H26～R4 年度） 
◇不登校　※数値は 1,000 人あたりの不登校児童生徒数（人） 

　　小学校 
 
 
 
 
 
 
 
 
　　中学校 

 
 
 
　　中学校 
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◇不登校児童生徒のうち、学校内外の専門機関等で相談・指導等を受けている割合 
小学校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中学校 

 
 

 
 
 
 
 
 
　◇いじめの認知件数 
 
 
 
 
 
 
 
 
　◇いじめの解消率（年度内） 

小学校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中学校 
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　◇暴力件数　※数値は 1,000 人あたりの暴力件数（件） 
　小学校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中学校 

 
 
 
 
 
 
 
 
　全国学力・学習状況調査　児童・生徒質問調査結果抜粋 
道徳性（自尊感情、夢や志、思いやり、規範意識、公共の精神等） 

※令和２年度は新型コロナウィルス感染症の影響により全国調査未実施 
◇自分には，よいところがあると思いますか 

 
◇将来の夢や目標を持っていますか 

 

◇人が困っているときは，進んで助けていますか 
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◇地域や社会をよくするために何をすべきかを考えることがありますか 

 

 
　不登校の発生率（年間３０日以上の欠席の児童生徒）については、平成２８

年度は増加したものの、その後平行線をたどっていました。令和３年度、令和

４年度の１，０００人当たりの不登校児童生徒の出現率は、高知県、全国より

下回っていますが、宿毛市においては令和３年度、令和４年度と小学校、中学

校ともに増加傾向で喫緊の課題ととらえています。 
不登校の要因は様々ですが、平成２９年度から市内全小中学校にスクールカ

ウンセラーを配置し、専門的な見立てやアドバイス等の支援をいただき、改善

に向けての取り組みを進めています。学校・家庭・地域・関係機関と連携しな

がら、自尊感情を高め自他を大切にできる子どもの育成に努めるなど、不登校

にならないような取り組みを進めています。 
 

　いじめの認知件数については、小学校、中学校ともに平成３０年度をピーク

に減少しています。いじめの未然防止、早期発見、事実確認、事案への対処等

を的確に進めるために、管理職のリーダーシップの下、生徒指導主事などを中

心とした協働的な指導・相談体制の構築に努めています。 
 
　全国学力・学習状況調査における児童生徒の道徳性（自尊感情、夢や志、規

範意識、公共の精神等）意識調査結果では、どの質問項目においても、小学校、

中学校ともに概ね全国を上回っています。 
 
　各学校において、「夢」や「志」を育み、かなえる力の育成に向け、学校、家

庭、地域、関係機関と連携したキャリア教育の推進と、「特別の教科　道徳」を

要とした、他者を思いやる心、善悪の判断などの規範意識等の道徳性を養うこ

とを、教育活動全体を通して目標に取り組んできた成果が表れています。 
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３.　体について 
 
 
 
 
 
 
 
　全国体力・運動能力・運動習慣等調査結果（令和元～令和４年度） 

※令和２年度は新型コロナウィルス感染症の影響により全国調査未実施 
 ◇体力合計点（８種目の実技の総合点）の推移 
   グラフ：Ｔ得点（全国平均＝50）   

　　　　　　　　　　　　　　　 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　表：体力合計点 
小学５年　男子　　　　　　　　　　　　小学５年　女子 

 
 
 
 
中学２年　男子　　　　　　　　　　　　中学２年　女子 

 
 
 

宿毛市教育振興基本計画（平成３１年度～平成３５年度（令和５年度））目標 
（３）健やかな体の育成（体） 
　①全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果を全国水準にする 
　②全国学力・学習状況調査の児童・生徒質問紙の意識調査（生活習慣）で

全国平均を上回る。 
　③安心・安全な学校給食の提供

体力合計点 R1 R3 R4

宿毛市 56.76 56.22 57.26 

全国 55.59 54.64 54.31 

体力合計点 R1 R3 R4

宿毛市 54.49 52.35 54.60 

全国 53.61 52.52 52.28 

体力合計点 R1 R3 R4

宿毛市 43.27 42.74 42.56 

全国 41.69 41.18 41.04 

体力合計点 R1 R3 R4
宿毛市 47.77 49.42 47.87 

全国 50.22 48.56 47.42 
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全国体力・運動能力・運動習慣等調査　生徒質問紙結果（令和３、４年度） 
　◇中学校を卒業した後、自主的に運動やスポーツをする時間を持ちたい（肯定的回答） 
 
 
 
 
 
 
 
全国学力・学習状況調査　児童・生徒質問紙調査結果抜粋（令和元～令和４年度） 
生活習慣（早寝・早起き・朝ご飯） 

※令和２年度は新型コロナウィルス感染症の影響により全国調査未実施 
◇朝食を毎日食べていますか 

 

◇毎日、同じくらいの時刻に寝ていますか 

 

 

 

 

 

 

 

◇毎日、同じくらいの時刻に起きていますか 
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　各学校においては、体育科の授業を中心に、各種学校行事等において健康の

保持増進と体力の向上に取り組んでいます。 
全国体力・運動能力、運動習慣等調査の体力合計点の結果は、グラフに示す

ように令和元年の中学生女子が全国平均を下回っていましたが、小学生・中学

生ともに全国平均を上回っており、これまでに各校で体力向上に取り組んでき

た成果のあらわれであると思われます。また、早寝・早起き・朝ご飯の生活習

慣の確立についても、概ね全国平均を上回っており、基本的生活習慣が定着し

ています。 
 
 
 
 

Ⅱ　人権教育の現状と課題 
 
 
 
 

 

２１ 世紀は『人権の世紀』」と言われています。 

しかしながら、いまだに同和問題、女性、子ども、高齢者、障がい者、HIV

感染者等、外国人、性的指向・性自認等のさまざまな人権課題が存在してい

ます。また、近年は SNS 等を悪用した誹謗中傷、各種ハラスメントの顕在化

など人権問題が多様化しています。 

このような状況の中、本市は、「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」の実現

に向け、市民一人ひとりが人権の意義と重要性について正しい認識と理解を

深め、一人ひとりの尊厳や価値が尊重され、不当な差別をなくするため、学

校教育や各職域、生涯教育の場等、あらゆる機会を通じて人権教育を積極的

に推進しています。 

これらの課題に対する意識を共有し、全ての人が、人として尊重し合える

明るいまちづくりと人権意識の向上に努めていく取り組みが大切です。 

宿毛市教育振興基本計画（平成３１年度～平成３５年度）目標 
（１）人として尊重しあえる明るいまちづくりと人権意識の向上 
　　①人権教育の推進
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Ⅲ　生涯学習・スポーツの現状と課題 
 
 
 
 
 
 
 
 
生涯学習は、一人ひとりが豊かな人生を送ることができるよう、個人の自発

的意思に基づいて行うことを基本として、生涯を通じて行うものです。 
教養を高め、多様な人々と出会い、自己実現を図るための学習は、長寿化が

進展する人生１００年時代において、生涯を通じたウェルビーイングの実現に

つながる重要な意義を有するものです。 
社会が成熟期に入り、平均寿命の伸長やワーク・ライフ・バランスの考え方

の普及等もあり、価値観やライフスタイルが大きく変化し、市民の生涯学習に

対するニーズも多種多様になっています。 
このような状況の中、本市では市民の価値観の変化・多様なニーズに応える

ため、宿毛文教センターを拠点とし、公民館や歴史館、図書館が連携し、様々

な学習機会の場を提供しています。 
しかしながら、若者や現役世代などは、一般的に地域における社会教育への

参加が少ないため、今後、より多くの住民の主体的な参画を得られるような方

策を工夫し強化していくことも重要となります。 
スポーツの分野においても、これまでは学校体育を基盤とした「する」スポ

ーツを中心に発達してきましたが、社会的背景の変化とともに、価値観の多様

化、ライフスタイルの変化等により、人々のスポーツへの関わり方にも大きな

変化をもたらし、「する」スポーツだけでなく、「みる」「ささえる」などのさま

ざまな関わり方が存在するようになっています。 
これらの活動を行ってきた社会教育施設及び社会体育施設は、教育、文化、

スポーツなどの多様な市民活動を支えてきました。しかし、施設の大半は建設

から３０年以上が経過し、老朽化が著しく、利用者の安心・安全を担保する上

で課題を抱える施設が少なくない状況となっています。 
　今後、人口減少や人口構造の変化が進み、社会教育施設及び社会体育施設が

その機能を果たしていくためには、施設の効率的、効果的な運営に努めるとと

もに、省エネ対策や大規模改修等を計画的に実施するなど、引き続き施設の適

正な管理が求められています。  

宿毛市教育振興基本計画（平成３１年度～平成３５年度）目標 
（１）郷土への愛着と誇りを持ち、地域の発展をけん引する人材の育成 

　①生涯学習機会の提供 
　②公民館事業の充実 
　③図書館・歴史館の充実 
　④スポーツ活動への参加促進 
　⑤競技者を支える環境づくり 
　⑥スポーツ合宿等誘致の促進 
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第四章　計画の基本的な考え方 

 

Ⅰ　計画の基本理念 

　近年、少子高齢化や情報化・国際化の進展といった時代の変革が進む中、国

の教育振興基本計画（令和５年６月１６日閣議決定）（以下「国計画」）では、

２０４０年度以降の社会を見据えたコンセプトとも言うべき総括的な基本方針

として「持続可能な社会の創り手の育成」及び「日本社会に根差したウェルビ

ーイングの向上」を掲げ、これらの相互循環的な実現に向けた取組が進められ

るよう教育政策を講じていくことが必要であるとしています。 

宿毛市では、宿毛市教育振興基本計画（平成３１年度～平成３５年度）にお

いて、学校教育においては、「夢と志を持ち、心豊かに生き抜くことができる子

どもの育成」、人権教育においては、「人として尊重しあえる明るいまちづくり

と人権意識の向上」、生涯学習においては「郷土への愛着と誇りを持ち、地域の

発展をけん引する人材の育成」を基本目標として取り組んできました。 

　また、宿毛市振興計画基本構想では、「人が輝き　自然と生きる　共感・共創

のまち”宿毛”」をまちの将来像として、豊かな地域資源の価値を知恵と工夫で

最大限に高め、未来の宿毛で活躍する人材をみんなで育て、新しい誇れる歴史

を刻んでいくことを目指しています。 

　以上のような状況から、本計画の基本理念を以下の３点とします。 

 

　～基本理念～ 

 

　１．夢と志を持ち、心豊かに生き抜くことができる人材の育成 

 

　２．郷土への愛着と誇りを持ち、高い志を掲げ、地域の発展をけん引する人

材の育成 

 

　３．多様な個性や生き方を互いに認め、尊重し、協働しあう人材の育成 

 

 

ウェルビーイング（国の教育振興基本計画による） 

　身体的・精神的・社会的に良い状態であること。短期的な幸福のみならず、生きがいや人生

の意義などの将来にわたる持続的な幸福を含む概念 
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Ⅱ　基本方針 

１．夢と志を持ち、心豊かに生き抜くことができる人材の育成 

本市では、「夢と志を持ち、心豊かに生き抜くことができる子どもの育成」

を学校教育の基本目標として、幅広い知識と教養を身に付け、豊かな情操と

道徳心を培うとともに、主体的に考え抜く力を育み、健やかな身体を養うこ

とを目指して学校教育の充実に取り組んできました。 

　少子高齢化による人口減少、グローバル化の進展など将来の予想が困難な

時代において、これまで以上に自ら考えた夢と志を持ち、自らがその目標に

向かって実践的に取り組んでいくことが求められています。 

　さらに、心豊かに生活を送るためにもウェルビーイングの向上が求められ

ています。 

今後においても本市の重点的な取り組みの一つである、子どもの「夢」や

「志」を育み、かなえる力を育成するキャリア教育を推進や、一人ひとりの

子どもに応じたきめ細かな指導を行うため教職員の資質向上に努める中で、

学校、保護者、地域、行政が同じ方向に向かってチーム学校として協力して

取り組んでいけるよう努めていきます。 

また、教育デジタルトランスフォーメーションの推進により、児童生徒一

人一台端末の導入などが進み学校における教育環境は日々変化しています。

今後は、授業をはじめ様々な活用を推進することによりデジタル人材の育成

に努めていきます。 
 

２．郷土への愛着と誇りを持ち、高い志を掲げ、地域の発展をけん引する

人材の育成 

本市では、多様なニーズに対応した総合的な学習機会の充実や、地域の教

育力を向上し、生きがいと潤いのある人生を過ごすため、「郷土への愛着と誇

りを持ち、地域の持続的な発展をけん引する人材の育成」を基本として生涯

学習の基本目標として取り組んできました。 

今後も、本市の歴史、文化などを再認識し、郷土への愛着を持ち地域の発

展をけん引する人材の育成に努めていきます。 

 

３．多様な個性や生き方を互いに認め、尊重し、協働しあう人材の育成 

市民一人ひとりが人権の意義と重要性について正しい認識と理解を深め、一

人ひとりの多様な個性や生き方を互いに認め尊重し合い、他者と協働し社会に

参画しながら人としてよりよく生きていくことが求められています。 

学校教育や生涯学習における人権教育や SDGｓ等の学習を通じて、多様な個性

や生き方を互いに認め、尊重し、協働しあう人材の育成に努めていきます。 
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Ⅲ　体系図・重点施策の項目 
 基本理念 基本目標 重点施策

 

・
夢
と
志
を
持
ち
、
心
豊
か
に
生
き
抜
く
こ
と
が
で
き
る
人
材
の
育
成 

・
郷
土
へ
の
愛
着
と
誇
り
を
持
ち
、
高
い
志
を
掲
げ
、
地
域
の
発
展
を
け
ん
引
す
る
人
材
の
育
成 

・
多
様
な
個
性
や
生
き
方
を
互
い
に
認
め
、
尊
重
し
、
協
働
し
あ
う
人
材
の
育
成

学　

校　

教　

育　

の　

振　

興

【知の分野】 
確かな学力の育成と、自己

の将来とのつながりを見通

した学びの展開

（１）基礎学力の定着と学力の向上 
（２）キャリア教育の推進 
（３）教職員の資質、指導力の向上 
（４）国際理解教育・外国語教育の推進 
（５）特別支援教育の充実 
（６）情報教育の推進 
（７）小中一貫教育・連携教育の推進 
（８）保幼小連携教育の推進

 

【徳の分野】 
豊かな心の育成と、多様な

思い、考えを尊重する機運

の醸成

（１）不登校児童生徒への支援の推進 
（２）いじめ問題、児童虐待等への対策 
（３）豊かな心を育む道徳教育の推進 
（４）ふるさと教育の推進 
（５）人権教育の推進 
（６）読書教育の推進 
（７）環境教育の推進 
（８）防災教育の推進 
（９）学校・家庭・地域の連携強化 
（１０）安全・安心対策の推進

 
【体の分野】 
健やかな体の育成と、基本

的な生活習慣の定着

（１）体力の向上 
（２）安心・安全な学校給食の提供 
（３）食育の推進

 
横断的な取組

（１）学校における働き方改革の推進 
（２）教育環境の整備

 人
権
教
育
の
推
進

市民一人ひとりが、人権に

ついて正しい認識と理解を

深め、お互いを尊重し合い、

共に生きる社会を実現

（１）人権教育の推進 
（２）人権教育を推進する人材の育成

 

生
涯
学
習
・
ス
ポ
ー
ツ
の
推
進

【生涯学習の推進】 
地域や家庭で共に学び支え

合う社会の実現に向けた教

育の推進

（１）宿毛文教センターを拠点とした生涯

学習による地域づくり 
（２）家庭教育の推進 
（３）青少年健全育成の推進 
（４）歴史資産・文化遺産の保護・活用

 
【スポーツの振興】 
スポーツの楽しさや感動を

共有し、希望と活力ある社

会の実現

（１）生涯スポーツの推進 
（２）スポーツを活用した交流人口の拡大 
（３）体育・スポーツ施設の整備充実 
（４）部活動の地域連携・移行の推進
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第五章　施策の内容 

Ⅰ　学校教育の振興 
１．知について　「知の分野」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

施策の展開 

（１）基礎学力の定着と学力の向上 

全国学力・学習状況調査や標準学力調査、高知県学力定着状況調査等の結果

を学校現場と共有し、それぞれの学校における課題を分析するとともに、課題

解決に向けた具体的な取り組みの協議を重ねる中で、基礎学力の定着と学力の

向上に繋げていきます。 

また、高知県が実施している教育版「地域アクションプラン推進事業」や放

課後等学習支援事業を積極的に活用し、学力向上に向けた各種事業を推進しま

す。 

学校生活満足度アンケート（ハイパーＱＵや i-check）を継続して実施する

ことにより、児童生徒の学校での生活意欲や満足度、ソーシャルスキル能力を

より詳しく把握する中で、生活面の改善を図り、学力向上に努めます。 

 

 

 

目　　標 
「確かな学力の育成と、自己の将来とのつながりを見通した学びの展開」 
・子どもたちが社会に出て自らの夢や志を実現していくための基礎となる、

基礎的・基本的な知識・技能やこれらを活用して課題を解決するための思

考力・判断力・表現力、生涯にわたって学び続ける意欲を育む。 
・学習の基盤となる資質・能力の確実な育成を図る。 
 
測定指標 
全国学力・学習状況調査において 
１．小学校の学力は全国平均を継続的に１ポイント以上上回る。中学校の学

力は継続的に全国平均以上を維持する。 
２．児童生徒質問紙において「授業で学んだことを、ほかの学習に生かして

いる」と答える児童生徒が継続的に全国平均を上回る。 
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（２）キャリア教育の推進 

児童生徒が自身の学びを記録し、自己の成長を実感しながら自己研鑽につな

げる「キャリアノート」（キャリアパスポート）等を活用し、社会人・職業人

として自立するために必要な資質・能力を育むキャリア教育の更なる充実を図

ります。 
さらに、小中連携しての取り組みを進めながら、一人ひとりの子どもが身に

ついた力を自覚できる９年間の基礎的・汎用的能力の積み上げを促していきま

す。 

 

（３）教職員の資質、指導力の向上 

学習規律の確立や授業力の向上など、教職員としての基本的な資質はもとよ

り、豊かな人間性や幅広い視野を身につけるための総合的な研修を推進すると

ともに、教育研究所を中心として教科研修の充実を図る中で、授業改善、指導

力の向上に努めます。 
また、教育委員・校長・教頭合同会や定例校長会等を通じて、学校現場と教

育委員会の連携強化に努め、様々な課題について共通認識を持つとともに、同

じ方向に向かって協力して取り組む意識の醸成に努めます。 

 主な取組 検証の在り方

 ①全国学力・学習状況調査、標準学

力調査、高知県学力定着状況調査

等の実施及び検証 

②中学校における放課後等学習支

援員の活用 

③学校生活満足度アンケートの実

施及び検証

〇測定指標の達成に向け、教育委員会

でデータを基にした学校への聞き取

りと指導を行う。 

〇学校経営計画等を基に、PDCA サイク

ルが機能しているか確認する。

 主な取組 検証の在り方

 ①キャリアノートの活用 
②職場体験、社会科見学の実施等 
③キャリア講師の招聘 
④小学校県外交流事業（揖斐川町）の

実施

〇キャリアアンケートを実施し、年

度末のキャリア担当者会で検証を

行う。 
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（４）国際理解教育・外国語教育の推進 

グローバル化した社会に対応するため、外国語教育の充実を中心とした国際

理解教育の推進を図ります。 
外国語指導助手（ＡＬＴ）などを配置し、小学校・中学校における外国語教

育の充実に努めるとともに、市内保育園等で小学校就学前の幼児期に英語学習

を行うなど、コミュニケーション能力の素地を養い、国際社会の一員として活

躍できる人材の育成に努めます。 

 

（５）特別支援教育の充実 

発達障害を含めた全ての障害のある児童生徒の自立と社会参加に向けて、一

人ひとりの教育的ニーズに応じた切れ目のない指導・支援の充実を図るととも

に、共生社会の実現を目指し、障害のある子どもと障害のない子どもが共に学

ぶことを志向する「インクルーシブ教育システム」の構築を推進するため、全

ての学校において、特別支援教育学校コーディネーターを校務分掌に位置付け

ます。また、課題を抱える子どもが在籍する学校に対しては、特別支援教育支

援員を配置し、子どもの能力を伸ばすための支援を充実します。　 

 

 

 

 

 主な取り組み 検証の在り方

 ①各種研修会の実施 
②講師を招聘による授業研究会の実施 
③授業実践の情報交換や外部からの指

導による授業力の向上の取り組み

〇教育研究所が主催する各種研修

会（各教科担当者会・研究主任

会等）の年間実績を検証する。 
〇各学校の実践資料から分析、課

題の把握を検証する。

 主な取り組み 検証の在り方

 ①外国語指導助手（ALT）等の配置 
②英語検定補助 
③幼児期英語学習 
④英検 ESG・英検 IBA の実施

〇標準学力調査、高知県学力定着

状況調査、英検 ESG、英検 IBA

などにより英語力の把握を行う
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（６）情報教育の推進 

新型コロナウイルスの感染拡大により、GIGA スクール構想が前倒しされ、児

童生徒の一人一台端末、学校における高速通信環境が整備されました。 

今後は、これらの情報環境やデジタル教科書等を活用し、個別最適な学びや

効果的・効率的な学習を実施する中で、急速に進展する高度情報化社会に適応

できる人材の育成に努めます。 

 主な取り組み 検証の在り方

 ①特別支援教育支援員の配置 
②特別支援教育コーディネーター研

修の実施 
③通級指導教室の設置 
④特別支援学級交流会の実施

〇高知県教育振興基本計画に関する

取り組み（特別支援教育）の状況

調査で検証する。

 主な取り組み 検証の在り方

 ①デジタル教材の活用 
②パソコン・タブレットの更新 
③デジタル教科書の活用 
④情報端末（クロームブック）の活用 
⑤ICT 支援員の配置・活用 
⑥情報教育担当者会の実施

〇高知県情報教育アンケートから本

市の実態把握に務める。 
〇計画的に機器の更新を図る 
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（７）小中一貫・連携教育の推進 

学力の向上や生徒指導における課題の解消等、教育効果の更なる向上に向け

た取組として、小学校・中学校の連携を深めながら、義務教育の９年間及び義

務教育を終えた子どもたちの姿を見据えた教育の取り組みを推進するため、小

学校・中学校の特性を活かしながら小中９年間の一貫的な教育を進めます。 

 

（８）保幼小連携教育の推進 

保幼小の連携・接続の取り組みや、福祉事務所と連携した取り組みを総合的に

実践し、子どもたちの自尊感情や自己有用感を育むとともに、人権感覚や社会

性、規範意識を醸成に努めます。 

 主な取り組み 検証の在り方

 ①小中一貫教育の推進 
②「つくし学園」の推進 
③宿毛小中学校一体型校舎の利点を

活かした小中連携への取り組み 
④中学校区を中心とした、小中連携教

育の推進

〇中学校区を中心に、９年間を見据

えた小・中連携を図る。 
〇教育計画に小中一貫・小中連携の

年間指導計画を作成する。

 主な取り組み 検証の在り方

 ①保幼小連絡会の実施 
②保幼小の架け橋プログラムの作成

と充実 
③福祉事務所との連携強化

〇保幼小連携教育に係る調査及び教

育計画において検証する。
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２.　徳について　「徳の分野」 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の展開 

（１）不登校児童生徒への支援の推進 

教育研究所に開設している教育相談センター（ふれあい教室）において、不

登校児童生徒をもつ保護者を中心としたカウンセリングの実施、不登校経験者

との懇談などを通じて、不登校や不登校傾向が見られる児童生徒、保護者への

支援に努めます。 

目　　標 
　「豊かな心の育成と、多様な思いや考えを尊重する機運の醸成」 
・社会の中で多様な人々と互いに尊重し合い、協働し、社会に参画しながら

人としてよりよく生きていくための基礎となる、自尊感情、夢や志、他者

への思いやりや規範意識、公共の精神などの豊かな人間性、道徳性、社会

性を育む。 
・不登校については、決して問題行動ではないことを前提として、「未然防止・

早期支援」と「不登校児童生徒が、学びたいと思った時に学べる環境の整備」

との両輪による支援を行う。 
 
測定指標 
１．児童生徒質問紙調査における道徳性等（自尊感情、夢や志、思いやり、

規範意識、公共の精神など）に関する項目の肯定的回答の割合を維持・向

上させる。 
　①「自分には良いところがあると思う」 
　②「将来の夢や目標を持っている」 
　③「人が困っているときには、進んで助けている」 
　④「地域や社会をよくするために何かしてみたいと思う」 
２．生徒指導上の諸課題（いじめ、暴力行為）の状況を改善させる。 
　①いじめの解消率を全国平均以上にする。 
　②暴力行為の発生件数を全国平均まで引き下げる。 
３．不登校について 

①１０００人当たりの不登校児童生徒数を全国平均以下とする。 
　②不登校児童生徒のうち、学校内外の専門機関等で相談・指導等を受けて

いる割合を向上させる。
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また、スクールソーシャルワーカー活用事業や不登校対策支援員の配置、宿

毛市子ども支援ネットワーク委員会の活動等を通じて、関係機関と連携を密に

する中でよりきめ細かな取り組みを推進します。 

 

 

 

（２）いじめ問題、児童虐待等への対策 

お互いに理解し認め合う人権教育を行う中で、いじめ問題等の予防に努め、

関係機関との連携を図る中で、学校におけるいじめの積極的な認知、早期の組

織的対応を行い、いじめの発生や早期解決に努めます。 

 

（３）豊かな心を育む道徳教育の推進 

 自己の生き方を考え、主体的な判断の下に行動し、自立した一人の人間とし

て他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を養うため、道徳教育を

 主な取り組み 検証の在り方

 ①教育相談センター（ふれあい教室）

による支援 
②スクールカウンセラー、スクールソ

ーシャルワーカー、不登校支援員の

活用 
③定例支援会議の開催 
④月３日以上欠席した児童・生徒調べ

（３日調べ）の実施 
⑤不登校担当者会の実施

〇各学校と連携を図りながらふれあ

い教室への参加を促し、児童生徒

の居場所づくりを行う。 
〇３日調べにおいて休みがちになっ

た児童・生徒への対応ができてい

る 
〇問題行動等調査により数値的な把

握を行う。

 主な取り組み 検証の在り方

 ①校内支援委員会やスクールカウン

セラーと連携し、早期発見・早期対

応の実施。 
②各種アンケート調査（ハイパーQ-U

やｉ-Check 等）の実施 
③「高知家」いじめ防止等プログラム

の実施

〇高知県生徒指導上の諸課題・児童

虐待に関する調査により数値的な

把握を行う。
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推進し、規範意識や道徳心、人権を尊重する心の育成に努めます。 

 
（４）ふるさと教育の推進 

自ら明るい未来を切り開くことのできるたくましい人材の育成のため、本市

独自の副読本「日本を築いた宿毛の人々」などの活用により、明治維新以降活

躍した郷土の偉人についての学習や、宿毛の文化、産業などについての体験活

動を通じて、知識や理解を深め郷土愛を育てていきます。 

また、小学校３・４年生で使用している社会科副読本を現状にあった改訂を

行い、ふるさと学習を進めます。 

 

（５）人権教育の推進 

自他の人権を大切にしようとする心や態度を育成するために、児童生徒の人権

標語・人権作文の発表などを通じて、人権に関する知識理解や人権感覚を養う

 ことに努めます。

 

（６）読書教育の推進 

学校図書の充実に努め、子どもたちが読書を通じて豊かな感性や人間性を養

 主な取り組み 検証の在り方

 ①道徳教育推進委員会の開催・運営 
②道徳教育教育公開研修会の開催 
③道徳アンケートの実施

〇道徳アンケートにより検証する。

 主な取り組み 検証の在り方

 ①小学校３・４年生用社会科副読本の

改訂・活用 
②「日本を築いた宿毛の人びと」（宿

毛市教育委員会作成）などの活用 
③社会科見学・職場体験等の実施 
④子ども議会の開催 
⑤梓立祭への参加

〇ふるさと教育を教育計画の年間指

導計画に位置づける。 
〇生涯学習課事業（子どもまち歩き

ボランティア育成事業など）との

連携を図る。

 主な取り組み 検証の在り方

 ①人権学習公開授業の開催 
②人権標語・人権作文発表会の開催 
③人権週間記念行事への取組

〇年間行事計画に位置づけ、学年末

に検証を実施する。
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い、本好きの子どもを増やすよう読書活動の充実に努めます。 

 

（７）環境教育の推進 

総合的な学習の時間や山の学習支援事業などを活用し、発達段階に応じた環

境教育を推進する中で、郷土の豊かな森林や川、海での体験学習などを実施す

ることで、環境保全の大切さを認識し、自然を愛し行動できる人づくりに努め

ます。 

　　 

（８）防災教育の推進 

児童生徒、教職員の危機管理の意識の高揚のため、各学校において南海トラ

フ地震等に備えた防災教育や避難訓練の実施など、今後も、地域、保護者、関

係機関との共通理解、連携を充実させていく中で引き続き防災教育の推進に取

り組みます。 

 

（９）学校・家庭・地域の連携強化 

地域学校協働本部及びコミュニティ・スクールの実施により、学校活動に幅

広い地域住民等の参画を図り、学校と地域が連携・協働し、地域ぐるみで子ど

 主な取り組み 検証の在り方

 ①学校図書購入費の確保 
②学校図書館と坂本図書館及び県立

図書館等との連携 
③読書ボランティアの活用

〇児童生徒質問紙「読書は好きです

か」の項目で全国平均以上を維持

する。

 主な取り組み 検証の在り方

 ①山の学習支援事業の実施 
②総合的な学習の時間の中で、SDGs
を意識した取り組みの実施

〇教育計画の年間指導計画の中に位

置づけ年度末検証を行う。

 主な取り組み 検証の在り方

 ①「高知県学校安全プログラム」を活

用した防災教育の実施（年間５時間

以上） 
②年間３回以上、避難訓練の実施 
③各校の危機管理マニュアルの見直

し 
④各校と市危機管理課との連携強化

〇学校安全計画に関する取組状況調

査等にもとづいて、実施内容を把

握する。 
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もたちの教育を考え、支えていく環境づくりに努めます。 

 

（１０）安全・安心対策の推進 

　　子どもたちの安全・安心を確保するため、青少年育成センターを中心として、

スクールガードリーダーの活用や巡回指導、地域ボランティアによる「子ども

見守り隊」の活動等を有機的に結びつけ、犯罪から子どもたちを守る取り組み

を推進します。 
　　また、多くの児童生徒が通学時に利用している自転車の安全教育の実施や、

小学校入学時のヘルメット配付事業などによる交通安全対策を推進します。 

 主な取り組み 検証の在り方

 ①地域学校協働本部事業の推進 
②コミュニティ・スクール事業の推進

〇各学校ごとに地域学校本部事業、

学校運営協議会の取り組み検証を

行う。

 主な取り組み 検証の在り方

 ①スクールガードリーダーの活用 
②新入学児ヘルメット配付事業等 
③警察と連携した自転車安全教室、防犯教

室、非行防止教室の実施 
④薬物乱用防止教室の実施 
⑤青少年育成センター事業（朝夕の見守

り、ネットトラブル講習会等）の実施

〇教育委員会点検・評価報告書

により検証する。 
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３.　体について　「体の分野」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の展開 

（１）体力の向上 

全国体力・運動能力調査の結果を踏まえ、他教科と同様に体育の授業改善に

も工夫を凝らすともに、休み時間等を活用した運動を奨励すること、さらに、

日常生活においても、保護者や地域社会の理解と協力を得る中で、生活習慣や

運動習慣の確立に向けた取り組みを行い、子どもたちの体力・運動能力の向上

に努めます。 

 

 主な取り組み 検証の在り方

 ①体力テストの実施及び活用 
②小学校における水泳記録会・陸上記録

会等の実施 
③中学校における陸上大会・駅伝大会の

実施

〇全国体力・運動能力、運動習

慣等調査における児童質問紙

の結果をもとに検証する。

目　　標 
「健やかな体の育成と、基本的な生活習慣の定着」 
　生涯にわたって、たくましく生き抜いていくための基礎となる、体力や

健康的な生活習慣を身に付ける。 
 
測定指標 
　１．全国体力・運動能力、運動習慣等調査において 
　①小・中学校の体力合計点が、継続的に全国平均を上回る。 
　②「中学校を卒業した後、自主的に運動やスポーツをする時間を持ちた

い」と思う生徒の割合が継続的に全国平均を上回る。 
　２．全国学力・学習状況調査　児童生徒質問調査において 
　　規則正しい睡眠や食事などの基本的生活習慣が身についている。 
①「朝食を毎日食べる」と回答した児童生徒の割合が、全国平均を上回

る。 
②「毎日、同じくらいの時刻に寝ている」と肯定的に回答した児童生徒

の割合が、全国平均を上回る。 
③「毎日、同じくらいの時刻に起きている」と肯定的に回答した児童生

徒の割合が、全国平均を上回る。
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（２）安心・安全な学校給食の提供　 

安心・安全な学校給食を提供するため、学校給食法の規定に基づく学校給食

衛生管理基準（文部科学省）を遵守し、学校給食施設及び設備の整備を行うと

ともに、食品・学校給食従事者の各種衛生検査を行うなど衛生管理の徹底を図

る中で、成長過程にある児童生徒に栄養バランスの取れた学校給食を提供し、

児童生徒の健康増進に取り組んでいきます。 

　また、老朽化している現給食センターから新給食センターを建設することによ

り、安心安全な学校給食の提供をしていきます。 

　　 

（３）食育の推進 

児童生徒が食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身につけ、豊かな人間

性を育むために、学校給食の献立を生きた教材として活用した食育授業や地元

でとれた食材を使った調理実習等を行い、郷土の食文化や地場産物に対する理

解と関心を深めるなど食育の推進に努めます。 

 

 主な取り組み 検証の在り方

 ①バランスの取れた給食の提供 
②新学校給食センターの建設 
③地場産物を積極的に活用した給食

の実施

〇令和７年度からの新学校給食セン

ターの運用開始を目指す。 
〇給食状況の実態を検証し改善策を

検討する。 

 主な取り組み 検証の在り方

 ①学校給食等を活用した食育の推進 
②栄養教諭による食育指導の実施 
③地域の人材・学習素材を生かした食

育の推進

〇教育計画の食に関する指導の全体

計画及び年間指導計画の検証 
〇食生活調査アンケート結果をもと

に検証する。
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４．横断的な取組 

（１）学校における働き方改革の推進 

教職員の長時間勤務は全国的な課題となっており、本市においても同様の傾

向がみられます。 

校務支援システムの活用により出退勤の管理や事務処理の効率化を図る中

で、学校における業務効率化の取り組みを進めるとともに、教員業務支援員な

ど各種支援員などを活用することにより学校における働き方改革の推進に取

り組みます。 

 

 

 

 

（２）教育環境の整備 

本市の多くの学校は、建築後年数も経過しており、安全・安心で快適な教育

環境を保持するため適宜改修を図る中で教育環境の向上に努めます。 

また、咸陽小学校、大島小学校、片島中学校の西地域の学校再編に向けて取

り組みを進めていきます。 

さらに、学校統合などによる遠距離通学児童生徒の通学の手段としてスクー

ルバスの運行や遠距離通学補助を実施し児童生徒の教育環境の向上に努めま

す。 

令和２年３月に策定した「宿毛市小中学校再編計画」について、計画の進捗

や、児童生徒数の変化を考慮する中で見直しを検討します。 

 主な取り組み 検証の在り方

 ①校務支援システムの活用 
②教員業務支援員の活用 
③部活動指導員の活用 
④部活動の地域連携・地域移行の推進

〇校務支援システムによる勤務時間

の把握を行う中で、業務の効率化

を目指す。 
〇長時間勤務の解消に向けて、教員

業務支援員の配置を行い、その効

果等を検証する。 
〇部活動指導員について、学校と情

報共有を図る。 
〇教育委員会で地域移行の進捗状況

や課題等について情報共有を図

る。
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Ⅱ　人権教育の推進 

施策の展開 
（１）人権教育の推進　 

人権や人権問題の正しい理解を促すため、学習と啓発の充実に努めます。 
 
（２）人権教育を推進する人材の育成 

関係機関・団体と連携し、人権教育を推進する人材の育成に努めます。 

 

 主な取り組み 検証の在り方

 ①学校施設の改修 
②西地区学校整備の推進 
③宿毛市立学校再編計画の見直しの検

討 
④遠距離通学児童・生徒への支援（スク

ールバスの運行等） 
⑤新学校給食センターの建設（再掲）

〇本市の出生数等を考慮する中

で、宿毛市学校再編計画の見直

しについて検討する。 
〇教育委員会点検・評価報告書に

より検証を行う。

 目標 
　市民一人ひとりが、人権について正しい認識と理解を深め、お互いを尊重

しあい、共に生きる社会を実現 
 
測定指標 
実施回数や参加者数などを指標とし現状を維持していく。

 主な取組 検証の在り方

 ①人権教育を推進するための事業の実施 
②宿毛市人権教育推進協議会との連携

〇実施回数や参加者数について、

宿毛市人権教育推進協議会と連

携し検証する。
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Ⅲ　生涯学習・スポーツの振興 
１．生涯学習の推進について 

施策の展開 
（１）宿毛文教センターを拠点とした生涯学習による地域づくり 

宿毛文教センターは、文化芸術活動の拠点施設としての役割を果たすとと

もに、中央公民館が中心となり、市民の自主的・積極的な生涯学習を推進し

ます。 
また、市民の多様な学習要求に応えられるように、宿毛市展や芸術祭など

の芸術・文化に親しむ機会を提供し、公民館の各種サークル活動の育成支援

を行うなど、市民及び文化団体等が自ら行う芸術・文化活動の支援に努めま

す。 
宿毛歴史館においては、宿毛歴史館や市内の史跡等を活用した歴史学習を

通して、市民が愛着をもって暮らせるまちづくりを目指します。 
坂本図書館においては、読書生活の普及及び情報提供に努め、図書館を利

用しやすい環境づくりに努め、オーテピア高知図書館や県内図書館とも連携

し、更なるサービスの向上に努めます。 
　　また、市民団体やボランティア団体、関係機関と連携した利用者参加型事

業を推進し、図書館に親しむ機会を提供します。 

 
（２）家庭教育の推進 
家庭、地域、学校及び家庭教育推進協議会などの関係機関と連携する中で、

子どもたちが基本的な生活習慣や社会的なマナーなどを身につけ、自尊感情を

育み、心豊かで健全な成長が図られるよう、子どもたちのみならず保護者も対

象とした子育てに係る講演会や研修会などを実施し、家庭の教育力の向上に努

めます。 
 

 目標 
地域や家庭で共に学び支え合う社会の実現に向けた教育の推進 

 
測定指標 
実施回数や参加者数などを指標とし現状を維持していく。

 主な取組 検証の在り方

 ①公民館事業の実施 
②歴史館事業の実施 
③図書館事業の実施

〇参加者や来場者を対象としたアン

ケートを実施し、満足度や事業に対

する評価などにより検証を行う。
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（３）青少年健全育成の推進 
放課後子ども教室・放課後児童クラブの取り組みにより、 放課後等の子ども

たちの安全で安心な活動場所を確保するとともに、青少年育成センター、家庭、

地域、学校及び関係機関が連携し、地域ぐるみで子どもたちの健全育成に努め

ます。 
また、子どもから高齢者までを対象とした公民館事業等を通して世代間の交

流を進め、優しさと温もりのある地域社会で子どもたちの健全育成に努めます。 

 
（４）歴史資産・文化遺産の保護・活用 
宿毛歴史館においては、歴史資産・文化遺産の保存・活用に努め、これらを

後世に伝えるとともに、市内の歴史資料及び文化遺産の調査、研究に努めます。 
また、宿毛まちの駅林邸や宿毛まち歩きガイドの会等と連携し、情報発信や

イベントの開催により交流人口の拡大を推進します。 
文化財については、維持管理と保護及び愛護思想の普及に努め、芸能伝統文

化の継承・発展に努めます。 

 主な取組 検証の在り方

 家庭教育推進事業の実施 〇参加者や来場者を対象としたアン

ケートを実施し、満足度や事業に対

する評価などにより検証を行う。

 主な取組 検証の在り方

 ①放課後子ども教室・放課後児童ク

ラブの実施 
②青少年健全育成に関する事業の実

施

〇現在の数を維持する。 
 
〇参加者や来場者を対象としたアン

ケートを実施し、満足度や事業に対

する評価などにより検証を行う。

 主な取組 検証の在り方

 歴史資産・文化遺産の保護・活用す

るための事業の実施 
参加者や来場者を対象としたアンケ

ートを実施し、満足度や事業に対する

評価などにより検証を行う。
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２．スポーツの振興 

施策の展開 
（１）生涯スポーツの推進 
　市民の誰もがスポーツに親しむ環境を整備し、スポーツを通じた市民の心身

の健康増進と健康長寿社会の実現を目指します。 

 
（２）スポーツを活用した交流人口の拡大 
　各種スポーツ団体や高知県及び宿毛市観光協会等と連携し、プロ野球自主ト

レキャンプや大学運動部合宿誘致等のスポーツツーリズムによる交流人口の拡

大、自転車レースやレスリング大会等の誘致による市外からの誘客の増加を図

り、まちづくり、雇用の創出など、地域や経済の活性化につなげます。 

 
（３）体育・スポーツ施設の整備充実 
誰もがスポーツを行いやすくするため、スポーツ施設の整備を促進します。

あわせて、社会体育施設や学校体育施設の有効活用を推進します。 

 

 目標 
スポーツの楽しさや感動を共有し、希望と活力ある社会の実現 

 
測定指標 
実施回数や参加者数などを指標とし現状を維持していく。

 主な取組 検証の在り方

 ①スポーツイベントの実施 
②サイクルイベントの実施 

〇参加者や来場者を対象としたアン

ケートを実施し、満足度や事業に対

する評価などにより検証を行う。

 主な取組 検証の在り方

 ①スポーツ合宿誘致 
②スポーツ大会誘致 
③スポーツイベントの実施（再掲） 
④サイクルイベントの実施（再掲） 

〇参加者や来場者を対象としたア

ンケートを実施し、満足度や事

業に対する評価などにより検証

を行う。

 主な取組 検証の在り方

 各種スポーツ施設の改修・整備 ○利用者からの意見やアンケート等を実

施し、満足度や評価などにより検証を

行う。
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（４）部活動の地域連携・移行の推進 
子どもたちがスポーツに継続して親しむことができる機会を確保するため、

部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行に向けた環境の一体的な整備を推

進します。 
また、総合型地域スポーツクラブの充実やクラブチーム等の体制強化等も推

進することで、子どものニーズに応じた多種多様なスポーツを安全・安心に実

施できる環境の構築を目指します。 
 主な取組 検証の在り方

 部活動の地域移行に向けた協議 部活動検討委員会にて検証を行

う。


